


 

 

 
  

を聞いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。 

４－８ …省 略… 

（委員の欠格条項） 

第７条 左の各号のいずれかに該当する者は、人権擁護委員になることはで

きない。 

 (１) 禁錮
こ

以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受ける

ことがなくなるまでの者 

(２) 前号に該当する者を除くほか、人権の侵犯に当たる犯罪行為のあつ

た者 

(３) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立し

た政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、

又はこれに加入した者 

２ …省 略… 

 （委員の任期） 

第９条 人権擁護委員の任期は、３年とする。但し、任期満了後も、後任者

が委嘱されるまでの間、その職務を行う。 

 

 

 






